
事 務 連 絡

令和３年１月１５日

各都道府県衛生主管部（局） 御中

厚生労働省健康局がん・疾病対策課

肝炎対策推進室

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた肝炎治療特別促進事業及

び肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の取扱いについて

日頃より、肝炎対策の推進に御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

肝炎治療特別促進事業及び肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業については、

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、治療の観点からは急を要さ

ない診断書等の取得のみを目的とした受診を可能な限り回避するため、令和２

年３月１日から令和３年２月末日までに受給者証等の有効期間が満了する対象

患者を対象に、その有効期間を１年間延長する措置を実施する一方で、令和３年

３月１日以降に受給者証等の有効期間が満了する受給者等については、公費負

担医療の適正な給付を確保する必要があること等を踏まえ、通常の手続により

行うこととしたところです。

今般、令和３年１月７日に新型コロナウイルス感染症対策本部長が新型イン

フルエンザ等対策特別措置法（平成 24年法律第 31号）第 32条第１項に基づき、

緊急事態宣言を行ったこと等を踏まえ、対象患者の更新に係る認定の取扱いに

ついては、下記のとおりとしますので、対象患者や医療機関等の関係者への周知

等をお願いします。

併せて、計画的な申請手続の呼びかけや郵送による申請の積極的な活用など、

円滑な申請手続のための配慮を引き続きお願いします。

記

１．緊急事態宣言の対象となった地域における対象患者の更新に係る認定の取

扱い

令和３年３月１日以降に受給者証等の有効期間が満了する対象患者の更新

に係る認定については、通常の手続により行うこととしているが、新型コロナ

ウイルス感染症の影響から、緊急事態宣言中、さらにはその解除以降において



も、対象患者が医療機関を受診できず、通常の手続を円滑に行うことができな

いことも想定される。

このような理由により、受給者証等の有効期間中に認定の申請ができない場

合においては、当該申請が行われるまでの間は現行の認定を有効とみなして医

療費助成の対象とする、又は診断書等を後日提出としたうえで申請を受け付け

るなど、個々の状況に応じて柔軟に取り扱って差し支えないこととする。

２．その他の地域における対象患者の更新に係る認定の取扱い

令和３年３月１日以降に受給者証等の有効期間が満了する対象患者の更新

に係る認定については、通常の手続により行うこととしているが、申請のため

に圏域を跨いで上記１の地域の医療機関を受診する必要がある場合には、上記

１を参考に、個々の状況に応じて柔軟に取り扱って差し支えないこととする。


